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第４章 施策及び取組内容 

目標１ 児童生徒の情報活用能力の育成 

学習指導要領においては、「情報活用能力（情報モラル含む）」が、言語能力、

問題発見・解決能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」の一つに位置付けら

れ、プログラミング的思考や情報モラル等に関する資質や能力も含め、育成する必

要があります。 

情報活用能力を育成することは、将来の予測が難しい社会において、情報を主体

的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見出した情報を活用しながら、他者

と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくために重要です。 

児童生徒が様々な場面でＩＣＴを活用できる機会の充実や環境の整備、特別支援

学級における個に応じた学習の充実、情報社会において適切な活動を行うための基

になる考え方と態度を育成するための情報モラル学習の推進を実現します。 

 基本施策  

基本施策❶ 児童生徒が ICT を活用する機会の充実 

基本施策❷ 児童生徒が ICT を活用できる環境の整備 

基本施策❸ 既存の ICT 環境の合理化 

基本施策❹ 情報モラル教育の推進 

基本施策❺ 特別な支援を必要とする児童生徒の ICT 活用機会の創出 
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 基本的施策❶｜児童生徒が ICT を活用する機会の充実 

❶学習者用コンピュータの安定運用 

 学習者用コンピュータについては、ＧＩＧＡスクール構想によるタブレット端末

が全児童生徒に１人１台整備されています。日常的な使用に伴い一定数の破損等の

発生が見込まれ、修繕が必要となるとともに、中長期的には、バッテリー劣化やラ

イセンス期間満了等による端末の部品交換や全部更新等の対応が必要となります。 

❷学習用ソフトウェアの更新 

 学習用ソフトウェア及びＷＥＢフィルタリングソフトを導入し、安心して学習で

きる環境を整備しています。今後、ＧＩＧＡスクール構想が進み、より効果的なソ

フトウェア等の開発も想定されることから、現在のソフトウェアの使用期間終了に

伴い、必要な機能を精査しながら、更新する必要があります。 

❸デジタル教科書(学習者用)の導入に向けての検討 

 指導者用デジタル教科書は、平成２６年度に導入し、授業での活用が進んでいま

す。一方、学習者用デジタル教科書については、平成３１年度の法改正により、紙

の教科書を主たる教材として使用し、必要に応じた併用が可能となりました。今後

の国等の動向も踏まえ、次期の教科書採択時に向けて検討を進める必要があります。 

❹児童生徒の情報活用能力の測定及び効果検証 

 現在は情報活用能力に係る定量的な指標がないため、本市の現状や課題が不明確

な状況です。そこで、情報活用能力の育成状況に係る定量的な指標を得るための調

査を実施し、指標の経年的な変化を把握します。また、情報活用能力の育成状況が

芳しくない場合には、対策を講じます。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶学習者用コンピュータの
安定運用 

      

❷学習用ソフトウェアの更
新 

      

❸デジタル教科書(学習者
用)の導入に向けての検討 

      

❹児童生徒の情報活用能
力の測定及び効果検証 

      

  

修繕 バッテリー交換 更新 

継続 更新 

実施 実施 実施 

継続 更新 

修繕 

採択(小) 
採択(中) 
開始(小) 

開始(中) 
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基本的施策❷｜児童生徒が ICT を活用できる環境の整備 

❶無線ＬＡＮ環境の更新・拡充 

 整備されている無線ＬＡＮアクセスポイントは、導入から相当年数が経過してお

り、機器の劣化が進むとともに、使用している無線通信技術が陳腐化しています。

ＧＩＧＡスクール構想により、児童生徒１人１台環境が実現したものの、現在の無

線LAN環境では同時接続台数に限界があり、授業運営上支障をきたしているため、

機器の更新が必要です。また、特別教室や多目的スペースなど、学校内の一部未整

備箇所でも端末の利用が見込まれるため、整備範囲を拡大する必要があります。  

❷電子黒板の更新・拡充 

 電子黒板は、平成２６年度から順次学校に導入され、全校の普通教室及び一部特

別教室に整備されています。導入から相当年数が経過しており、故障時に修理不能

な事例の発生が懸念されることから、更新が求められています。また、未整備の特

別教室においても、必要性が高まっていることから、整備範囲を拡大する必要があ

ります。 

❸学校通信回線の追加整備 

 塩原地区を除く市内の２５校においては、令和３年度に学校に直接光回線を引き

込んでいるが、箒根学園の開校に伴い、塩原地区の学校にも同様の環境を整備する

ことが望まれます。また、大規模校と小規模校では必要なネットワーク環境が異な

ることから、今後のネットワークの使用状況を注視し、必要な機器の整備を進める

必要があります。 

❹家庭における通信環境導入支援 

 学習者用コンピュータを家庭に持ち帰り、オンラインドリル等の課題を実施して

いますが、家庭に通信環境がない児童生徒に対しては、同じ内容を紙媒体で配布す

るなどの対応をしています。家庭の通信環境の有無により、学びに格差が生じない

よう、通信環境の整備を促進・支援する必要があります。また、経済的な事情等に

より通信環境の維持が困難な家庭には、通信費用についても支援することが求めら

れています。 

❺オンライン授業用機材の整備 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ビデオ会議システム等を活用したオンライ

ン授業の必要性が高まっており、非常時において学校と家庭をつないだ授業の実施

等について検討を進める必要があります。また、ビデオ会議システムを活用するこ

とで、国内や国外を問わず、遠隔地にいる講師による授業が実施できたり、他の学

校の児童生徒とも交流ができたりといった利点があり、通信環境の整備を促進・支

援する必要があります。 
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取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶無線 LAN 環境の更新・
拡充 

     

 

❷電子黒板の更新・拡充       

❸学校通信回線の追加整
備 

 

 

 

 

  

❹家庭における通信環境
導入支援 

  

    

❺オンライン授業用機材の
整備 

      

  

制度創設 補助金交付/就学援助費 

状況監視・拡張検討 

更新 

新規(塩原地区) 

整備 検討 

更新 

更新 

リース契約 

リース契約 
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基本的施策❸｜既存の ICT 環境の合理化 

❶パソコン教室の廃止検討 

 パソコン教室は、平成２９年度から令和２年度にかけて更新し、市内全校の端末

がタブレット化しました。しかし、ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒に１人１

台環境が整備されたことで、パソコン教室の稼働率が低下しています。パソコン教

室の構築及び保守には多額の費用を要するため、段階的に規模を縮小し、長期的に

は廃止も含めて検討する必要があります。また、パソコン教室にあわせて整備して

きた備品等については、必要性を精査して最低限の整備を維持します。 

❷実物投影装置の整備規模縮小 

 実物投影装置（書画カメラ）は、平成２７年度から平成２９年度にかけて電子黒

板に付属して整備を進めてきましたが、ＧＩＧＡスクール構想により１人１台環境

が整備され、使用頻度が低下しています。電子黒板に付属した整備は取りやめ、学

校に整備すべき最低限の台数を見極めて、整備する必要があります。 

❸指導者用コンピュータの統合検討 

 教員には、成績等を管理する校務用コンピュータ、電子黒板等で授業を実施する

指導者用コンピュータ、ＧＩＧＡスクール構想にて整備したコンピュータの３つが

配備されています。セキュリティ上のリスク低減の観点から、ネットワークを分離

しているため、コンピュータをネットワークごとに整備していますが、今後はネッ

トワークの統合を検討しながら、必要最小限のコンピュータの整備を検討します。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶パソコン教室の廃止検討   

 

   

❷実物投影装置の整備規
模縮小 

      

❸指導者用コンピュータの
統合検討 

      

 

  

段階的な規模縮小 

リース満了 

備品調達 

継続 リース満了 
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基本的施策❹｜情報モラル教育の推進 

❶情報モラル教育に必要な教材等の整備 

 スマートフォンやＳＮＳなどが急速に普及する中で、児童生徒が自他の権利を尊

重し、情報社会での行動に責任を持ち、情報を正しく安全に利用できるようにする

ためには、学校における情報モラル教育は極めて重要です。日常的に情報モラル教

育を実施するために、学習用ソフトウェアの情報モラル教材の活用を促進するとと

もに、情報モラル教育の指導例や必要な教材等を充実させる必要があります。 

❷情報モラルについて保護者との情報共有 

 インターネット上のトラブルは学校外で発生することが多いことから、守るべき

ルールやマナー、危険から身を守るための注意事項などを教える必要性について保

護者の理解が必要です。また、使い方によってはトラブルの加害者にも被害者にも

なりうることから、学校通信や授業参観などを通じて保護者との綿密な連携を図る

必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶情報モラル教育に必要な
教材等の整備 

      

❷情報モラルについて保護
者との情報共有 

      

 

  

教材整備 教材見直し 

情報共有 
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基本的施策❺｜特別な支援を必要とする児童生徒の ICT 活用機会の創出 

❶特別支援教育用ソフトウェアの整備 

 特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、ルビ振りや音声読み上げなどのソ

フトウェアを導入することにより、学習効果が高まることが期待されます。ＧＩＧ

Ａスクール構想で導入した学習者用コンピュータに、無償で導入可能なソフトウェ

アも存在していることから、それらのソフトの導入について検討を進める必要があ

ります。 

❷特別支援教育用の周辺機器等の整備 

 特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、児童生徒の障害の種類や程度に応

じて周辺機器を整備する必要があります。周辺機器の種類が多岐に渡るため、必要

性が高い周辺機器を見極めたうえで、整備を進める必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶特別支援教育用ソフトウ
ェアの整備 

      

❷特別支援教育用の周辺
機器等の整備 

      

 

  

ソフトウェア検討・導入 

検討 導入 
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目標２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

情報活用能力の育成を図るためには、各教科等の特性を生かし教科横断的な視点

を持ち、適切な学習場面でＩＣＴを活用することで、「主体的・対話的で深い学び」

へとつなげることが重要です。 

一斉指導による学び（一斉学習）、子供たち一人一人の能力や特性に応じた学び

（個別学習）、子供たち同士が教え合う協働的な学び（協働学習）において、ＩＣ

Ｔを効果的に活用し、学習指導要領に沿った教育を確実に推進することで、児童生

徒の情報活用能力の育成を図ります。 

「主体的・対話的で深い学び」「児童生徒の情報活用能力の育成」のためには、

一人一人の教員がＩＣＴ活用指導力向上の必要性を理解し、研修等に積極的に参加

するとともに、教育委員会がその機会を十分に提供する必要があります。  

また、情報社会における適切な活動を行うための情報モラルの育成を図るために

も、教員の情報モラル教育に関する指導力の育成を継続的に推進していきます。 

 基本施策  

基本施策❶ 学習指導要領に沿った教育の推進 

基本施策❷ 教員の ICT 活用指導力の育成 

基本施策❸ 教員の情報モラル教育に関する指導力の育成 
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基本的施策❶｜学習指導要領に沿った教育の推進 

❶なすしおばら学び創造プロジェクトの推進 

 様々な学習活動でＩＣＴを活用するに当たり、本市授業作りの方針「学び創造プ

ロジェクト」の基軸「単元を通してどのような資質・能力を育むか」を明確にしな

がら、授業を組み立てる必要があります。「個別最適な学習」「協働的な学習」「家

庭学習」「一斉学習」の各場面でＩＣＴを活用し、指導力の定着を図ります。 

❷カリキュラム・マネジメントの推進 

 教育課程の編成、実施、評価、改善（ＰＤＣＡ）を各学校が計画的かつ組織的に

進めるカリキュラム・マネジメントが求められており、その実践に当たっては、児

童生徒や地域の現状に関するデータに基づく必要があります。学校評価等の調査時

にＩＣＴを活用して、広範な信頼性の高いデータを収集するとともに、結果をホー

ムページ等で公開し、保護者や地域と連携を深め、特色ある教育活動を推進します。 

❸プログラミング教育で育む資質・能力の体系化 

 コンピュータを理解し、効果的に活用するためには、その仕組みを知ることが重

要であり、学習指導要領では小・中学校を通じてプログラミング教育を行うことと

されています。計画的・効果的に「プログラミング的思考」を育成するため、プロ

グラミング教育で育む資質・能力の目標を発達段階で整理する必要があります。  

❹プログラミング教材の更新 

 児童生徒が作成したプログラムを実際に動作させるプログラミング教材につい

ては、各学校の要望に基づき必要に応じて更新しています。ＧＩＧＡスクール構想

で導入した学習者用コンピュータでも活用できる教材を選定し、必要な機能等を精

査しながら、更新する必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶なすしおばら学び創造プ
ロジェクトの推進 

      

❷カリキュラム・マネジメント
の推進 

      

❸プログラミング教育で育
む資質・能力の体系化 

      

❹プログラミング教材の更
新 

      

体系化 

必要に応じて更新 

学び創造プロジェクトの推進 

カリキュラム・マネジメントの推進 

資質・能力の計画的育成 
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基本的施策❷｜教員の ICT 活用指導力の育成 

❶ＩＣＴ活用指導力の実態把握及び対策検討 

 教員のＩＣＴ活用指導力については、国の調査によって毎年測定されているもの

の、測定結果を具体的に分析したり、評価したりはしていない状況です。教員の指

導力向上に当たっては、現状の把握は必要不可欠であるため、毎年の調査結果につ

いて分析・評価を行い、指導力向上に向けた対策を検討する必要があります。  

❷ＩＣＴ活用指導力向上のための研修等の実施 

 これまで各学校の情報教育担当者を中心に研修等を実施してきたところですが、

ＧＩＧＡスクール構想により全教員に高いＩＣＴ活用指導力が求められるように

なっています。対象を限定するのではなく、広範な教員がＩＣＴ活用指導力向上に

向けた動画研修等を受けられるような機会の充実を図るとともに、必要に応じてＩ

ＣＴ支援員を活用しながら研修を実施する必要があります。 

❸推進委員による授業研究及び研究成果の共有 

 令和２年度からＧＩＧＡスクール構想推進委員を委嘱し、児童生徒１人１台を整

備した学習者用コンピュータを活用した授業について研究を進めています。今後は、

研究の成果を広く教員に周知し、学習者用コンピュータを効果的に活用した授業を

全体で進める必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶ＩＣＴ活用指導力の実
態把握及び対策検討 

      

❷ＩＣＴ活用指導力向上
のための研修等の実施 

      

❸推進委員による授業研
究及び研究成果の共有 

      

 

  

調査(年度末)/現状把握/対策検討 

動画作成/研修等の実施 

継続 委員更新 
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基本的施策❸｜教員の情報モラル教育に関する指導力の育成 

❶情報モラル教育に関する情報共有の徹底 

 情報技術やサービスの変化、児童生徒のインターネットの使い方の変化に伴い、

学校や教員はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切

な指導に配慮する必要があります。教育委員会として学校に対して最新の情報を提

供し、児童生徒の実態把握については、学校現場から教育委員会に情報共有を図り、

連携を進める必要があります。 

❷年間指導計画への反映 

 児童生徒の情報モラルの育成に当たっては、教科等横断的な横の連携と、発達の

段階に応じた学年を超えた縦の連携が求められます。各教科等の指導において、情

報モラル学習の活動を年間指導計画へ反映しながら、情報モラル教育の充実を図る

必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶情報モラル教育に関する
情報共有の徹底 

      

❷年間指導計画への反映       

  

 教材検討 教材更新/情報共有 

年間指導計画に沿った情報モラル教育の実施 
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目標３ 教員の負担感の軽減に向けた校務の効率化 

教員勤務実態調査などで教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、学校に

おける働き方改革の必要性が指摘されています。効率的な校務処理によって業務時

間の削減をすることにより、教員の負担軽減が図れるとともに、教員が児童生徒と

向き合うことができる時間を確保し、教育の質的向上につながります。 

本市は、平成２７年度に教員に対して１人１台の校務用コンピュータを整備する

とともに、統合型校務支援システムも併せて導入しました。それまで「手書き」「手

作業」で行っていた業務をシステムで行うことができるようになり、業務の効率化・

負担軽減を図ってきたところです。 

しかしながら、校務用コンピュータや統合型校務支援システム、それを稼働する

ためのサーバやネットワーク機器の導入及び運用に係る費用が膨大となっており、

持続可能な形でシステムを維持するためには、必要機能の精査及び費用削減が不可

欠な状況です。 

今後は、現在の業務に合わせてシステムをカスタマイズするのではなく、導入し

たシステムの仕様に合わせて業務を変える視点を持ちながら、市長部局や他自治体

との共同調達・運用等も視野に入れながら、継続的に業務の効率化に取り組むこと

が求められています。 

 

 基本施策  

基本施策❶ 校務効率化のための環境の整備 

基本施策❷ 校務の効率化に向けた業務の見直し 
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基本的施策❶｜校務効率化のための環境整備 

❶統合型校務支援システムの更新 

 児童生徒の出欠や成績等を管理している校務支援システムについては、グループ

ウェア機能も含めて庁内にサーバを設置し、運用を行っています。また、システム

の一部の機能について、本市独自にカスタマイズを加えているため、調達に係る費

用が増加しています。今後は、国が進めるシステム標準化の流れを踏まえ、クラウ

ド型の校務支援システムへの移行や近隣市町との共同調達を検討します。 

❷校務用コンピュータの更新 

 教員に対して原則１人１台整備しており、児童生徒の出席や成績管理等の校務や

文書作成等の事務に使用され、５年間のリース契約で調達しています（一部再利

用）。授業時間帯は稼働率が低くなったり、カメラ・マイクが内蔵しておらずＷＥ

Ｂ会議では使用しにくかったりと、今後は必要機能を精査し、費用対効果の向上が

必要です。 

❸教職員ネットワークシステムの更新 

 教職員が校務で使用するファイルサーバや校務支援システム、外部メールなどを

使用するため、西那須野庁舎電算室内にサーバを構築し、運用をしています。今後

は各種システムのクラウド化を進める予定であり、それに伴い、サーバの必要性能

も下がることが想定されるため、設置するサーバは必要最小限とし、費用対効果を

高める必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶統合型校務支援システ
ムの更新 

      

❷校務用コンピュータの更
新 

      

❸教職員ネットワークシステ
ムの更新 

      

 

  

 

次期システム仕様検討 

指導者用との統合検討 

次期システム仕様検討 

更新 

更新 

更新 

リース/保守 

リース/保守 

リース/保守 
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基本的施策❷｜校務の効率化に向けた業務の見直し 

❶「働き方改革かがやきプラン」の推進 

 教員勤務実態調査などで教員の長時間勤務の実態が明らかになり、学校における

働き方改革の必要性が指摘されている中で、本市では「那須塩原市立学校における

働き方改革かがやきプラン」を策定し、働き方改革に取り組んでいるところです。

「働き方改革かがやきプラン」を推進するため、会議や研修のオンライン化、４４

調査のデジタル化などＩＣＴを効果的に活用し、業務改善を図ります。 

❷校務のデジタル化及びクラウドサービスの活用 

 現在「手書き」「手作業」で行っている業務について、デジタル化をすることに

より業務の効率化を図ります。また、クラウドサービスを活用することで、資料共

有の簡易化や教員間のコミュニケーションの円滑化が期待されるため、現在の業務

を見直しながら、デジタル化・クラウド化への移行を進める必要があります。 

❸コンピュータ使用型調査(ＣＢＴ)の導入 

 学校の各種テストは紙で実施していますが、今後は全国学力・学習状況調査を始

めとしてコンピュータ使用型調査（ＣＢＴ）の普及が進むことが予想されます。紙

のテストは、採点・集計・分析に多くの労力を要するため、単元テストや定期テス

ト、アンケート調査（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ等）について、ＣＢＴへの移行を検討し、

データに基づいた教育の質の向上と事務負担の軽減を図る必要があります。  

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶「働き方改革かがやきプ
ラン」の推進 

      

❷校務のデジタル化及びク
ラウドサービスの活用 

      

❸コンピュータ使用型調査
(CBT)の導入 

      

 

 

  

ＩＣＴを活用した業務改善 

全国学調 
ＣＢＴ化 

校務のデジタル化/クラウドサービスの活用 

ＱＵ 
ＣＢＴ化 
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目標４ 学校情報セキュリティの確保と利便性の両立 

 情報セキュリティ対策は、学校において安心してＩＣＴを活用できるようにする

ために不可欠な条件です。また、教育現場においては、学校内外で児童生徒が日常

的に１人１台端末、１人１アカウント、教育用クラウドアプリを利活用しています。 

そこで、児童生徒の自由な学習に支障が出ないよう十分に留意しつつ、教育現場

の特徴を踏まえた学校向けの情報セキュリティポリシーを策定し、情報セキュリテ

ィ対策を講じる必要があります。 

本市では、平成２８年度に「那須塩原市学校情報セキュリティポリシー」を策定

し、社会情勢等の変化も踏まえながら、適宜改正を行っているところであり、直近

ではＧＩＧＡスクール構想の開始に合わせて、令和２年度に改正をしています。 

令和３年５月には、文部科学省により新たな「教育情報セキュリティ―に関する

ガイドライン」が示され、クラウドサービス活用に向けたセキュリティ対策や今後

目指すべき校務系/学習系のネットワーク分離を必要としない構成の在り方などが

明確化されました。 

今後、本市の学校情報セキュリティポリシーを改正する必要があるとともに、国

のガイドラインや社会情勢の変化等も踏まえて、適宜見直すことが求められます。

安心してＩＣＴを活用できるよう情報セキュリティを確立するとともに、児童生徒

の自由な学習に支障が出ないよう利便性も確保する必要があります。 

また、学校現場において、各教員に学校情報セキュリティポリシーの順守の徹底

を図り、当該セキュリティポリシーに沿ったＩＣＴ環境を整備することが求められ

ます。 

 基本施策  

基本施策❶ 学校情報セキュリティポリシーの改定及び順守徹底 

基本施策❷ 学校情報セキュリティポリシーに沿ったＩＣＴ環境の整備 
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基本的施策❶｜学校情報セキュリティポリシーの改定及び順守徹底 

❶学校情報セキュリティポリシーの改定 

 学校情報セキュリティポリシーについては、平成２８年度に策定し、庁内体制や

社会情勢の変化を鑑み、これまで３回の改正をしているところです。令和３年５月

に国のガイドラインが改定されたため、その内容を本市の学校情報セキュリティポ

リシーに反映させる必要があるとともに、今後も適宜社会情勢等の変化に合わせて

改正する必要があります。 

❷学校情報セキュリティポリシーの順守の徹底 

 学校情報セキュリティポリシーについては、改正の都度学校現場に周知している

ところですが、セキュリティ意識の醸成を図るため、より頻繁な周知徹底をする必

要があります。また、学校のセキュリティを高めるために、セキュリティ監査等の

実施について検討します。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶学校情報セキュリティポリ
シーの改定 

      

❷学校情報セキュリティポリ
シーの順守の徹底 

      

 

  

改定 必要に応じて改定を検討 

監査の実施検討 必要に応じて監査を実施 
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基本的施策❷｜学校情報セキュリティポリシーに沿ったＩＣＴ環境の整備 

❶セキュリティ対策の見直し 

 学校のネットワークについては、取り扱う情報の秘匿性や機微性によって、ネッ

トワークを校務系・児童生徒系・学習系の３層に分離し、セキュリティを確保して

います。令和３年５月に国のセキュリティポリシーに関するガイドラインにて、ネ

ットワーク分離による「境界防御型対策」を前提としない、「アクセス認証型対策」

が新たに示されたことから、その導入について検討します。 

❷クラウドサービス利用時のセキュリティ確保 

 ＧＩＧＡスクール構想により「１人１台端末」、「１人１アカウント」環境が整

備され、今後もクラウドサービスの利用が進むことが想定されます。教員において

も業務上使用する情報をクラウド上で管理する機会が増えると考えられることか

ら、ファイル管理やアカウントのセキュリティレベルなど、クラウドサービス利用

時のルールを定める必要があります。 

❸セキュリティ対策の体制強化 

 情報セキュリティの確保には、技術的セキュリティはもとより、人的・物理的な

セキュリティも重要です。人的・物理的セキュリティについては、現場の管理体制

に依存する部分が大きいため、学校の実情にあったセキュリティ対策が求められま

す。学校現場で実効性の高い対策を講じられるよう、本市の学校情報セキュリティ

ポリシーで定める「学校情報化推進本部」の役割を見直します。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶セキュリティ対策の見直し       

❷クラウドサービス利用時
のセキュリティ確保 

      

❸セキュリティ対策の体制
強化 

      

 

  

対策の見直し （対策変更）  （運用） 

情報区分の精査 セキュリティルール作成・適用 

組織体制見直し 
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目標５ ＩＣＴを活用するための支援体制 

ＧＩＧＡスクール構想により、授業における学習者用コンピュータやクラウドサ

ービスの利用が増加しており、通常の授業準備に加えて、教材準備や機器設定等に

要する業務が増えつつある状況です。 

教員の負担軽減を図るため、授業支援や校務支援、環境整備、校内研修等の業務

を担うＩＣＴ支援員の果たす役割がますます重要となり、ＩＣＴ支援員の増員も含

めた支援体制の強化が求められます。 

また、現在、学校では児童生徒の情報活用能力の育成に向けて、教科横断的な授

業が展開されており、教育委員会として学校に支援すべき分野はＩＣＴ環境の整備

や情報モラル・プログラミング教育、特別支援学級も含めた学習指導の内容に至る

まで多岐に渡ります。 

ＩＣＴの活用促進に向けて、教育委員会の内部で横断的に推進する体制を強化し

たり、ノウハウの蓄積や市全体の方針との整合性確保を図るため、市長部局との連

携を強化したりと教育委員会内外の体制強化が求められます。 

さらに、本計画の実効性を確保するためには、学校現場における実行と効果検証、

事業改善が必要不可欠であるため、教育委員会と学校の代表者とで構成する（仮称）

推進委員会を設置し、計画を推進していきます。 

 基本施策  

基本施策❶ 安心して ICT を活用するための支援体制の充実 

基本施策❷ 計画を推進する体制の確立 
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基本的施策❶｜安心してＩＣＴを活用するための支援体制の充実 

❶ＩＣＴ支援員等の人的支援の配備 

 学習者用コンピュータや大型提示装置、無線 LAN 環境を活用する授業において

は、授業準備や機器設定など、教員に大きな負担が発生しています。教員の負担を

軽減するため、ＩＣＴ支援員を配置し、授業支援、校務支援等を行っていますが、

本市の配置人数は国の基準を満たしていないため、拡充が求められます。  

❷ＩＣＴ支援体制の見直しと支援の効率化 

 ＩＣＴに関するトラブルや問合せ内容によって、教育委員会とＩＣＴ支援員の役

割分担が異なっており、教員にとって区別がつきにくくなっています。役割分担を

整理するとともに、教員に対して分かりやすく周知し、支援の効率化を図る必要が

あります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶ＩＣＴ支援員等の人的
支援の配備 

      

❷ＩＣＴ支援体制の見直
しと支援の効率化 

      

 

  

継続 更新 人的拡充 更新 継続 

業務整理/支援の効率化 



 
32 

基本的施策❷｜計画を推進する体制の確立 

❶教育委員会における内部体制の強化 

 ＧＩＧＡスクール構想により、授業においてＩＣＴを活用する機会が急激に増え

ており、児童生徒の情報活用能力の育成に向けて教科横断的な授業が学校で実施さ

れています。ＩＣＴ環境の整備や情報モラル・プログラミング教育、特別支援学級

も含めた学習指導の内容に至るまで、児童生徒の情報活用能力の育成の取組は多岐

に渡ることから、教育委員会内部においても横断的に取り組む必要があります。  

❷市長部局との連携・会議の実施 

 教育委員会が管理する端末やシステムが増加しているため、より効果的・効率的

な情報システムの管理が求められます。また、端末やシステムの導入には、市全体

のデジタル化方針との整合性確保が求められています。市長部局と情報交換を行う

ことで、ノウハウの蓄積や方針との整合性確保を図り、本計画を推進する必要があ

ります。 

❸推進委員会（仮）の設置と運用 

 計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクル（計画、実行、測定・評価、対策・

改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、計画の実効性を確保する必要がありま

す。本プロセスの実行には、学校の協力が必要不可欠であることから、本計画の推

進を目的とした体制を確立し、運用する必要があります。 

 

取組内容 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

❶教育委員会における内
部体制の強化 

      

❷市長部局との連携・会議
の実施 

      

❸推進委員会（仮）の設
置と運用 

      

 

 

  

定例的な会議(今後の方針/調達システム等の協議) 

情報共有/推進協議 

 定例的な会議(事業の進捗/効果検証/改善) 
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おわりに 

本市学校教育の情報化推進のためには、本計画の理念に基づき、市教育委員会と学

校が連携し、課題を共有するとともに、計画に掲げる施策を着実に実施していくこと

が重要です。 

また、施策の実施に当たっては、事業の在り方の検討や市全体の財政計画の中で事

業費及び実施年度を精査して、持続可能な形で取り組む必要があります。 

一定条件に基づき計画期間の費用を算出した場合、年間平均費用は約２億９千万円

となります。引き続き費用の削減を図りながら、国庫補助金等を可能な限り活用する

などし、市の財政負担の軽減に努めていきます。 

なお、計画期間中においても、情報技術の進展や国の新たな施策の展開等の社会情

勢の変化も想定されます。真に効果的な施策の内容を見極め、市長部局の財政部門と

適宜協議しながら柔軟に対応し、各施策を展開していきます。 

 

 

R４ R５ R６ R７ R８ R９

合計 276,530 276,441 412,263 247,956 222,412 301,690
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平均 約 2 憶 9 千万円 

計画期間における財政負担の見通し 


